（様式１）
市有財産買受申込書
           
                                                      令和　　年　　月　　日
     五條市長　殿

申込者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　
（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　
（法人にあっては、名称及び代表者氏名）

連絡先　電話

   　先着順による市有財産の売却について、市有財産売却要項の内容並びに現地状況を承諾の上、申し込みます。

　【申込物件】
	物件の所在地
	五條市田園２丁目１８番１

	地　　　　積
	２，１７９.４６　平方メートル


   【買受希望価格】
	億
	千
	百
	十
	万
	千
	百
	十
	円

	
	
	
	
	
	
	
	
	


　　　※金額の頭には「￥」マークを記載してください。

  【添付書類】
　　１　誓約書（暴力団排除に関する誓約書を添付のこと）　１通
　　２　上記１のほか次の書類
　〔法人の場合〕
　　　ア　登記事項証明書（全部事項証明書）　１通
　　　イ　納税証明書（市税）　※五條市内の事業者のみ　１通
　　　ウ　上下水道料金収納証明書　※五條市内の事業者のみ１通
　〔個人の場合〕
ア　住民票　１通
　　　イ　納税証明書（市税）　※五條市内の方のみ　１通
　　　ウ　上下水道料金収納証明書　※五條市内の方のみ　１通
　　　エ　身分証明書　
（様式２）
　　　　　　　　　　　　　　　誓　約　書


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

五條市長　殿


申込者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　
（法人にあっては、主たる事務所の所在地）


氏　名　　　　　　　　　　　　　　　
（法人にあっては、名称及び代表者氏名）

連絡先　電話

　　　　　　　　　　　　　　　　
私は、五條市が実施する市有財産売却の申込に当たり、次の事項を誓約します。


１　市有財産売却要項に記載する申込に参加することのできない事項に該当しません。

２　申込に際し、市有財産売却要項、物件明細、物件の法令上の規制等すべて承知の上で、参加いたします。

３　暴力団排除に関する誓約書（別記）の事項を認識した上で、誓約します。










（別記）　　　　　　　　暴力団排除に関する誓約書

私は、五條市暴力団排除条例（平成２４年条例第７号。以下「条例」という。）に基づき、五條市が売却する市有地その他の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を契約から排除していることを認識した上で、下記の事項について誓約いたします。
なお、誓約に違反した場合、五條市が行う措置（契約解除、五條市に損害が発生したときの補償その他五條市に対して一切の責任をとること等）について、一切の異議申立てを行いません。
記
１　自己（契約締結権限を有する個人、法人及び権利能力なき社団（以下「法人格を持たない団体」という。）をいう。）又は役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人又は支店若しくは営業所（常時契約に関する業務を行う事務所をいう。）の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者をいう。）が、次のいずれにも該当する者ではありません。
（１）暴力団（条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）及び暴力団員（条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
（２）暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。
（３）役員等がその属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を得る目的で又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している者。
（４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している者。
（５）上記（３）及び（４）に掲げる場合のほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
２　私が物件を落札した場合は、上記１の（１）から（５）までのいずれかに該当する者が、その活動のために利用するなど公序良俗に反する用途には供しません。
３　上記１の（１）から（５）までのいずれかに該当するか否かの確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。また、調査及び確認のため、五條市が奈良県五條警察署に照会することについて同意します。
４　暴力団又は暴力団員から不当介入を受けた場合は、遅滞なく五條市に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をします。

【参考】五條市暴力団排除条例（抜粋）
	（市の事務及び事業における措置）
第６条　市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。


（様式３）
契約保証金還付請求書

１　物件の所在地　　五條市田園２丁目１８番１

２　請求金額 　 　　￥　　　　　　　　　　円　　


上記に係る契約保証金の還付を請求します。

令和　　年　　月　　日


申込者　　住　所
（法人にあたっては、主たる事務所の所在地）


氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（法人にあっては、名称及び代表者氏名）

連絡先　電話


五條市長  殿


（口座振込先）

金融機関名

預金種類

口座番号

口座名義人


